
高崎都市計画地区計画の変更 

高崎都市計画地区計画（スマート IC 周辺工業団地地区）を次のように変更する。 

名   称 スマート IC 周辺工業団地地区 地区計画 

位   置 
高崎市 綿貫町、上滝町、下滝町、下斉田町、八幡原

町の各一部 

面   積 約 64.3 ha 

地区計画の目標 

本地区は、高崎都市計画区域の東端に位置し、東は

関越自動車道に接し、西は（都）前橋長瀞線に接して

おり、区域のほぼ中央を東西に（都）高崎駅東口線が

横断しています。また、（都）高崎駅東口線と関越自動

車道の交差部には高崎玉村スマートインターチェンジ

が整備され、主要幹線道路に加えて高速交通網への優

れたアクセス性を有する土地の区域です。 

その為、本地区においては、建築物の用途規制・誘

導及び緑化の推進等により、本市の重要な産業集積地

として相応しい良好な環境の維持・増進を図ると共に、

周辺環境との調和を図ることを目標とします。 
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土地利用の方針 

本地区は、土地区画整理事業により面的整備を進め、

今後とも本市の産業集積地に相応しい良好な土地利用を

維持・保全します。 

地区施設の整備の方針 

本地区では土地区画整理事業により区画道路・緑地等

の都市基盤整備が行われます。これらの機能が損なわれ

ないように維持、保全を図ります。 

建築物等の整備の方針 

地区内の健全な操業環境の整備を促進し、合理的な

都市空間を形成すると共に周辺集落地の環境に配慮す

るため、建築物等の用途、高さ、敷地面積、形態意匠、

壁面の位置等を制限します。さらに地区内の景観を著

しく損なうことがないよう、建築物の屋根や外壁の色

彩は落ち着いたものとし、建築物を利用して設置する

屋外広告物は、自家用に限定したものとします。 
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地区施設の配置 

及び規模 

地区施設（道路 A）：幅員 12ｍ  延長約 545ｍ 

地区施設（道路 B）：幅員 10ｍ  延長約 350ｍ 

地区施設（道路 C）：幅員 9ｍ  延長約 655ｍ 

地区施設（道路 D）：幅員 9ｍ  延長約 500ｍ 

地区施設（道路 E）：幅員 10ｍ 延長約 315ｍ 

地区施設（緑地 A）：幅員 10ｍ 延長約 350ｍ 

地区施設（緑地 B）：幅員 10ｍ 延長約 375ｍ 

地区施設（緑地 C）：幅員 10ｍ 延長約 325ｍ 

地区施設（緑地 D）：幅員 10ｍ 延長約 260ｍ 

地区施設（緑地 E）：幅員 10ｍ 延長約 215ｍ 
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地区の区分

名称 
A 地区 

（準工業地域） 

B 地区 

（準工業地域） 

C 地区 

（準工業地域） 

面積 約 4.8ha 約 4.9ha 約 10.6ha 
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建築物 等の 用途

の制限 

(A・B・C 地区) 

建築物の用途は、用途地域の制限を受けるものに加え、

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅 

(2) ホテル、旅館 

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習

場、バッティング練習場等 

(4) カラオケボックス等 

(5) 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所

等 

(6) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等 

(7) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 

(8) 大学、高等専門学校、専修学校等 

(9) 病院 

(10) 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 

（11）老人福祉センター、児童厚生施設等 

（12）自動車教習所 

（13）畜 舎 

（14）汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 

(15) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律第 2 条第 1 項第 1 号から第 3 号まで、第 6 項

から第 11 項まで及び第 13 項のいずれかに該当す

る営業の用に供するもの 

建築物 の高 さの

最高限度 

（A・B・C 地区）
― 15ｍ 31ｍ 

敷地面 積の 最低

限度 

（A・B・C 地区）
1,000 ㎡ 
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地区の区分 

名称 
D 地区 

（工業専用地域） 

E 地区 

（工業専用地域） 

面積 約 12.6 ha 約 31.4 ha 
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建築物 等の 用途

の制限 

（D・E 地区） 

建築物の用途は、用途地

域の制限を受けるものに

加え、次の各号に掲げる建

築物は建築してはならな

い。 

(1) カラオケボックス等 

(2) 老人福祉センター、

児童厚生施設等 

(3) 自動車教習所 

(4) 畜 舎 

(5) 汚物処理場、ごみ焼

却場その他の処理施

設 

(6) 風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に

関する法律第 2 条第

1 項第 1 号から第 3

号まで、及び同条第

6 項から第 11 項まで

及び第 13 項のいず

れかに該当する営業

の用に供するもの 

(7) 建築基準法別表第 2

（る）項第 1 号又は

第 2 号に掲げる建築

物の用途に供するも

の 

(8) 騒音規制法に係る特

定施設（空気圧縮機

及び送風機を除く。）

を扱う工場 

(9) 振動規制法に係る特

定施設（圧縮機を除

く。）を扱う工場 

建築物の用途は、用途地

域の制限を受けるものに

加え、次の各号に掲げる建

築物は建築してはならな

い。 

(1) カラオケボックス等 

(2) 老人福祉センター、

児童厚生施設等 

(3) 自動車教習所 

(4) 畜 舎 

(5) 汚物処理場、ごみ焼

却場その他の処理施

設（産業廃棄物中間

処理施設を除く。） 

(6) 風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に

関する法律第 2 条第

1 項第 1 号から第 3

号まで、第 6 項から

第 11 項まで及び第

13 項のいずれかに該

当する営業の用に供

するもの 

建築物 の高 さの

最高限度 

（D・E 地区） 
15ｍ 31ｍ 



敷地面 積の 最低

限度 

（D・E 地区） 1,000 ㎡ 3,000 ㎡ 
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地区の区分 名称 A 地区 B 地区 C 地区 D 地区 E 地区 
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壁面の位置の制限

（全地区） 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線

までの距離は、３ｍ以上でなければならない。 

建築物等の形態又

は意匠の制限 

（全地区） 

当該地区内にある施設以外の施設のための広告塔、広

告板又は案内板は、設置してはならない。ただし、公共

的なものについてはこの限りではない。 

建築物等の屋根や外壁等、広告塔、広告物又は案内板

の色彩や形態等の意匠は、周囲の景観と調和したものと

する。 

垣又はさくの構造

の制限 

（全地区） 

道路境界線から 3ｍ以内に設置する垣又はさくについ

ては、街並みの美観の形成を図るため、生垣等（フェン

ス、さく等）とし、ブロック塀その他これに類する不透

視性の塀等は、設置してはならない。ただし、高さ 0.6

ｍ以下の部分については、この限りではない。 

また、地区計画の区域境界に面する側（幅員 12ｍ以上

の道路、公園、緑地に面する部分を除く）の建築物等の

敷地については、騒音の低減など周辺住環境の保全を目

的として、高木を植栽するものとする。 

土地利用に関する事項 

建築物等の敷地（法面を含む）面積の１０％以上の緑

地等を確保するものとする。 

Ｂ地区及びＤ地区における建築物の敷地内おいては、

建築物等は南側に配置するよう努めなければならない。



参考資料
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高崎都市計画地区計画（スマート IC 周辺工業団地地区）新旧対照表 

 変更前 変更後 

名   称 スマート IC 周辺工業団地地区 同 左 

位   置 高崎市綿貫町、上滝町、下滝町、下斉

田町、八幡原町の各一部 

面   積 約 64.3 ha 
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建築物の用途は、用途地域の制限を受

けるものに加え、次の各号に掲げる建築

物は建築してはならない。 

(1) カラオケボックス等 

(2) 老人福祉センター、児童厚生施設

等 

(3) 自動車教習所 

(4) 畜 舎 

(5) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の

処理施設 

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律第 2 条第 1 項第

1 号から第 3 号まで、第 6 項から

第 11 項まで及び第 13 項のいずれ

かに該当する営業の用に供するも

の 

(7) 建築基準法別表第 2(ぬ)項第 1 号

又は第 2 号に掲げる建築物の用途

に供するもの 

(8) 騒音規制法に係る特定施設（空気

圧縮機及び送風機を除く。）を扱う

工場 

(9) 振動規制法に係る特定施設（圧縮

機を除く。）を扱う工場 

建築物の用途は、用途地域の制限を受

けるものに加え、次の各号に掲げる建築

物は建築してはならない。 

(1) カラオケボックス等 

(2) 老人福祉センター、児童厚生施設

等 

(3) 自動車教習所 

(4) 畜 舎 

(5) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の

処理施設 

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律第 2条第 1項

第 1号から第 3 号まで、第 6 項か

ら第 11 項まで及び第 13項のいず

れかに該当する営業の用に供す

るもの 

(7) 建築基準法別表第 2(る)項第 1 号

又は第 2号に掲げる建築物の用途

に供するもの 

(8) 騒音規制法に係る特定施設（空気

圧縮機及び送風機を除く。）を扱

う工場 

(9) 振動規制法に係る特定施設（圧縮

機を除く。）を扱う工場 




